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町田市プールの衛生管理等に関する条例の一部を改正する条例 

町田市プールの衛生管理等に関する条例（平成２２年１２月町田市条例第４０号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第２号中「学校又は」を「学校若しくは」に改め、「専修学校」の次に「又

は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１

８年法律第７７号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園」を加え、「生徒

又は学生」を「生徒若しくは学生又は当該幼保連携型認定こども園の園児」に改める。 

附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 



＿部分は改正部分 

町田市プールの衛生管理等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において「プール」とは、容

量５０立方メートル以上の貯水槽を設け、不

特定又は多数の者に水泳又は水浴をさせる

施設をいう。ただし、次に掲げる施設を除く。

第２条 この条例において「プール」とは、容

量５０立方メートル以上の貯水槽を設け、不

特定又は多数の者に水泳又は水浴をさせる

施設をいう。ただし、次に掲げる施設を除く。

（１） 略 （１） 略 

（２） 学校教育法（昭和２２年法律第２６

号）第１条に規定する学校若しくは同法第

１２４条に規定する専修学校又は就学前

の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律（平成１８年法律

第７７号）第２条第７項に規定する幼保連

携型認定こども園において専ら当該学校

の幼児、児童、生徒若しくは学生又は当該

幼保連携型認定こども園の園児を対象と

して水泳又は水浴をさせる施設 

（２） 学校教育法（昭和２２年法律第２６

号）第１条に規定する学校又は同法第１２

４条に規定する専修学校において専ら当

該学校の幼児、児童、生徒又は学生を対象

として水泳又は水浴をさせる施設 

  

 


